
 

2025 年 3 月 25 日 
各位 

秋田県卓球協会会長 菊 地   隆 
（公 印 省 略） 

 
2025 年度秋田県実業団卓球選手権大会兼第 75 回全日本実業団秋田県予選会の開催について 

 
１．名  称 2025 年度秋田県実業団卓球選手権大会兼第 75 回全日本実業団秋田県予選会 
２．期  日 2025 年 4 月 20 日（日） 午前 9 時 45 分開会式 
３．会  場 秋田市北部市民サービスセンター 

秋田市土崎港西 5 丁目 3-1 TEL 018-846-1133 
４．主  催    秋田県卓球協会 
５．競技種目 男女団体戦 
６．試合方法 （1）各種目ともトーナメント方式により優勝を決定する。（但し参加チームが少な

い時はリーグ戦とすることがある。） 
（2）4 シングルス・1 ダブルスで編成し、3 番目にダブルスをおき、3 点先取法によ

り行う。また、各選手は単複に重複して出場することができるが、1・2 番の選手で

3 番のダブルスを組むことはできない。なお、ダブルスは 3 ゲームマッチとする。 
７．競技ﾙｰﾙ   （1）現行の日本卓球ルールによる。※タイムアウト制は採用しない。 

（2）チームは監督 1 名、コーチ 1 名、選手 4 名～6 名を登録できる（監督のみで

コーチがいないチーム編成を認める）。 
８．参加資格 （1）選手は 2025 年度本協会への選手登録を、監督・コーチは役職者登録を申込締切日

前に完了していること。監督・コーチは必ず役職者章を大会時、腕に付けること。尚、

申し込み後の監督、選手の変更、追加は開会式までとし、それ以後の変更は認められ

ない。 
（2）チーム編成は、原則として同一都道府県内の同一官公庁・警察署・消防署・工

場・会社・商店・学校（以下団体という）単位とし、2025 年 4 月 20 日以前から

引続き当該団体に正社員、正職員、契約社員（1 年以上の契約）または嘱託（1 年
以上の契約）として勤務（所属）している加盟会員とする。（学校の場合、学生、

生徒を除く） 
（3）同一都道府県内の同一団体から複数チームが参加することは認められない。同

一都道府県においてチーム名にＡ、Ｂなどを冠した団体は、同一団体とみなす。 
（4）（2）の条件でチーム編成ができない場合、同一都道府県内および他都道府県に

ある同一名称のつく支局・支社および各工場等とチームを統合してもよい。その場

合、他都道府県登録選手 2 名までをチームに加えることを認める。ただし、その選

手の本来所属している団体が大会出場（予選会を含む）している場合、関連他チー

ムへ加わることはできない。また、予選会で敗れたチームからの補充はできない。 
（5）（4）を適用する団体は、県予選会および本大会への申込書にその旨を明記する

こと。 
（6）種目にかかわらず、複数のチームで同一監督が登録することはできない。 
（7）本戦に出場した代表チームの選手は、バタフライ第 44 回全日本クラブ卓球選手

権大会の一般の部および 30 歳以上の部に出場することはできない。（ただし予選会

は除く） 
９．参 加 料 登録料として 5,000 円（2025 年度分）および参加料１チーム 7,000 円 

申込締切日前に本会振替用紙により郵便局に振込みしてください。 
10．申込方法 種目別・男女別に県協会申込用紙に所定事項を記入し、メールで申し込みください。 
11．申込期間 2025 年 3 月 25 日（火）～4 月 14 日（月）（必着） 

（締切後並びに電話等の受付はいたしません） 



 

12．そ の 他 （1）使用球は、JTTA 公認プラスチック球；40mm ホワイト（ニッタク 3 スタープレ

ミアムクリーン） 
（2）参加者は 2025 年度日本卓球協会指定のゼッケンをつけること。 
（3）秋田県卓球協会が撮影した写真・映像を広報資料等で使用することがあります。 
（4）全日本実業団は 6 月 26 日（木）～6 月 29 日（日）京都府で開催 
（5）全日本実業団の参加料は１チーム 50,000 円 
（6）秋田県の代表枠は男子 3 チーム・女子 3 チーム 
（7）体育館開館時間 午前 9 時 00 分（時間前開館はいたしません。） 
（8）ゴミは自動販売機で購入したものも含めて全てお持ち帰りください。 
（9）駐車場の台数が少ないため可能な限り相乗りでご来場ください。 
（10）会場使用上の決まり（認められてる場所での喫煙等）を遵守願います。 
（11）問い合わせ先 秋田県卓球協会 018-824-2166 

  
 

 


